
　予想される巨大地震において建物の倒壊等による、人命・財産の被害を最小限とする

ための対策として「浜松市プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）-0総合支援事業」を創

設し、木造住宅の耐震化の促進に取り組んでいます。専門家の無料派遣制度や耐震補強

工事に必要となる費用の助成制度のほか、窓口での相談も随時行っております。　

　市民の皆様には、これらの制度を活用し、積極的にお住まいの耐震化を進めていただ

くようお願いいたします。

   ＜担当窓口＞ ●浜松市建築行政課　建築耐震グループ　　

 　　　　　　　　 〒430-8652　浜松市中区元城町103-2（浜松市役所4階）

                            TEL 053-457-2473

    　　　　　　●浜松市北部都市整備事務所　　

 　　　　　　　　 〒434-8550　浜松市浜北区貴布祢3000（なゆた浜北3階）

                            TEL 053-585-1154

注意：通信料は
利用者のご負担
となります。

詳細は裏面をご覧ください。

昭 和 ５ 年６ ５ 日 前３ １ 以月 に

建 て ら たれ 木 に住 宅造

お 住 ま のい 方 へ

ステップ２ 木造住宅耐震補強助成事業
●１２０万円（高齢者等世帯、事業費の
８割）、さらに

条件によっては１５万円加算されます。

●補助を受けるためには事前の申請が必
要です。 135万円

ステップ１ わが家の専門家診断事業

●電話で申し込みが出来ます。

●ホームページからも申し込み出来ます。

●市内の専門家を派遣して診断します。 ０円
無料診断

補助額上限●100万円（事業費の8割）、さらに条件
によっては最大35万円加算されます。

●補助を受けるためには契約の前に申請が
必要です。

●電話で申し込みが出来ます。

●ホームページからも申し込み出来ます。

●市内の専門家を派遣して診断します。



【対象建物】

昭和５６年５月３１日以前に建築、工事に着手した木造住宅

（プレハブ、ツーバイフォー工法等は対象外です）

【申込者】
所有者または居住者

【申込方法】
電話、窓口、ホームページにて申し込みができます。

【診断の流れ】
 １ 市から民間の団体へ委託し、担当する専門家（※）が決定
（※）静岡県が登録している「静岡県耐震診断補強相談士」

 ２ 耐震診断のための現地調査の日程・時間について専門家から申込者へ電話連絡
 ３ 現地調査当日は、住宅の状況を確認し専門家が耐震診断を実施（立会いをお願いします。）
 ４ 後日、診断結果報告のため専門家が再度訪問。その際、補強方法などの相談も可能です。

【補助建物】

耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と診断された木造住宅

【補助を受けるための条件】

・相談士（※１）の作成した補強計画（設計）に基づく耐震補強工事であること。

・１階上部構造評点が0.3以上向上し、かつ1.0以上となること。

・相談士（※１）が工事監理を実施すること。

・浜松市に登録している施工事業者（※2）が工事を実施すること。

・事業ＰＲへの協力

（※１）静岡県耐震診断補強相談士（窓口、市ＨＰにて名簿の閲覧が出来ます。）

（※２）浜松市木造住宅耐震補強助成事業登録施工事業者（窓口、市ＨＰにて名簿の閲覧が

　　   出来ます。）

【補助額】 ○補助金額のイメージ

　事業費１５０万円の場合

さらに

①高齢者のみが居住する住宅等

下記のいずれかを満たすと２０万円加算
・６５歳以上の者のみが居住するもの

・身体障害者手帳の交付を受け、身体障害

　程度等級１級又は２級の者が居住　　等

さらに

②在宅避難対応住宅

下記の全てを満たすと１５万円加算
・補強前の上部構造評点0.7未満

・補強後の上部構造評点1.2以上

・家具固定（寝室・居間等）の実施

Ｒ４年４月

補助率 対象事業費の８割以内

補助額 最大１００万円

上部構造評点と被害の目安

上部構造評点

倒壊する

可能性がある

一応

倒壊しない

倒壊する

可能性が高い
倒壊しない

0.7未満 1.5以上

安全性 高い低い

1.0以上

1.5未満

0.7以上

1.0未満

１.無料診断【わが家の専門家診断事業】

2.補強工事の実施【木造住宅耐震補強助成事業】

事業費８割補助

１００万円

自己負担額

50万円

事業費８割補助

１００万円

自己負担額

30万円

事業費８割補助

１００万円

自己負担額

15万円

高齢者のみが居住する住宅等

20万円

高齢者のみが
居住する住宅等

20万円

３５万円

在宅避難対応住宅
１５万円＋


